
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎疾患対策検討会報告書（平成 30 年７月）に係る取組の 

中間評価と今後の取組について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月 

 

腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会 

  



 

2 

 

目次 

Ⅰ．はじめに.......................................................................... 3 

Ⅱ．中間評価と今後の取組.............................................................. 5 

１．対策の全体目標について.......................................................... 5 

（a） 地方公共団体の取組......................................................... 5 

（b） CKD診療連携体制 ........................................................... 7 

（c） 新規透析導入患者数......................................................... 9 

２．個別対策について............................................................... 10 

① 普及啓発..................................................................... 10 

② 地域における医療提供体制の整備............................................... 12 

③ 診療水準の向上............................................................... 13 

④ 人材育成..................................................................... 15 

⑤ 研究開発の推進............................................................... 16 

Ⅲ．おわりに......................................................................... 17 

腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会 構成員名簿.............................. 18 

 

 

  



 

3 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

我が国の腎疾患対策については、平成 30 年７月にまとめられた腎疾患対策検討会報告書（以

下、「平成 30 年報告書」という。）において、「自覚症状に乏しい慢性腎臓病（CKD）を早期に発

見・診断し、良質で適切な治療を早期から実施・継続することにより、CKD重症化予防を徹底す

るとともに、CKD患者（透析患者及び腎移植患者を含む）の QOLの維持向上を図る」という全体

目標と、①普及啓発、②地域における医療提供体制の整備、③診療水準の向上、④人材育成及び

⑤研究開発の推進という５つの個別目標を設定された。さらに、全体目標の達成すべき成果目標

（KPI）、個別目標の課題、及びそれぞれの評価指標が示され、それらに沿って取組が行われてき

た。 

具体的には、 

・２人主治医制や CKDの早期発見に関するポスター等を用いた啓発活動の推進 

・日本腎臓病協会の都道府県リーダーの配置による各都道府県の腎疾患対策の強化 

・チーム医療を推進するための腎臓病療養指導士制度の運用開始 

などの取組が挙げられる（「Ⅱ．中間評価と今後の取組」に詳述。）。 

 

一方で、日本の透析導入患者数は、令和３年時点で 40,511人であり、平成 30年からほぼ横ば

いで推移している（図１）。新規透析導入患者の原疾患は、糖尿病性腎症が依然最多であるが、

割合としては減少傾向にあり、高血圧等の生活習慣病（NCDs）や加齢等が主要因とされている腎

硬化症の割合が増加傾向にある。また、慢性糸球体腎炎等の専門的な検査・治療を要する疾患の

割合も依然として高い（図２）。 

 

こうした現状の中、腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会において、第３回及び第

４回の２回にわたり、この５年間の対策による成果目標等に対する進捗や、更に推進すべき事項

等について議論を行い、今般、平成 30 年報告書に係る取組の中間評価と今後の取組をとりまと

めた。 
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図１ 日本の透析導入患者数及び死亡患者数の推移（令和３年 12月時点） 

 
 

図２ 日本の透析導入患者の原疾患割合の推移（令和３年 12月時点） 
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Ⅱ．中間評価と今後の取組 

 

平成 30 年報告書において示された「対策の全体目標」と「個別対策」の各項目について、進

捗・中間評価及び今後更に推進すべき事項を記載した。なお、評価指標に関する取組状況等につ

いては、参考資料１及び２において詳細を提示している。 

 

１．対策の全体目標について 

 

 

（a） 地方公共団体の取組 

 

 

（成果目標に対する進捗・中間評価） 

○ 関連学会等が中心となって、平成 30年に日本腎臓病協会が立ち上げられ、全国 12ブロッ

クのブロック長及び都道府県リーダーが配置された。 

○ 地方公共団体において、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、地方公共団体

をはじめとする保険者等と地域の医師会等の関係者が協働・連携したハイリスク者に対する

受診勧奨、保健指導等の取組を実施している。本プログラムを活用する市町村数の割合は

95.5％（令和４年度）であった（取組状況は、国民健康保険の保険者努力支援制度について

のウェブサイトで公表。）。 

○ 特定健診受診後の特定保健指導と共に、CKDリスク因子である未治療の糖尿病や高血圧等

を持つ者に対しては医療機関への受診勧奨を保健師・管理栄養士等が連携して続けることで、

【全体目標】 

自覚症状に乏しい慢性腎臓病（CKD）を早期に発見･診断し、良質で適切な治療を早期から実

施・継続することにより、CKD重症化予防を徹底するとともに、CKD患者（透析患者及び腎移

植患者を含む）の QOLの維持向上を図る。 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 

（達成すべき成果目標（KPI）） 

地方公共団体は、他の行政機関、企業、学校、家庭等の多くの関係者からの参画を得

て、腎疾患の原因となる生活習慣病対策や、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの活用

等も含め、地域の実情に応じて、本報告書に基づく腎疾患対策に取り組む。 

 

（評価指標） 

○ 市町村単位での対策の取組状況 

○ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムを活用する市町村数等 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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人口当たりの高血圧患者や透析患者の割合が減少した地方公共団体もあった。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 国及び関連学会等は、地方公共団体が、他の地域の取組を参考にできるよう、厚生労働科

学研究班や学会等のウェブサイトに掲載されている情報に、相互リンク等でよりアクセスし

やすくするとともに、それらの周知を行う。 

○ 都道府県が設置する腎臓病対策推進会議や糖尿病対策推進協議会等を活用し、行政、保険

者、医療機関等が連携した腎疾患対策を引き続き推進する。 

○ 「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の取組及び特定健診後の特定保健指導や受診勧奨

を引き続き推進する。  
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（b） CKD診療連携体制 

 

 

（成果目標に対する進捗・中間評価） 

○ 国は、関連学会等を通じ、「かかりつけ医から腎臓専門医・腎臓専門医療機関への紹介基

準」について普及啓発するとともに、関係学会が厚生労働科学研究（門脇班：今後の糖尿病

対策と医療提供体制の整備のための研究）における検討を基に作成した、腎臓専門医から糖

尿病専門医への紹介基準及び糖尿病専門医から腎臓専門医への紹介基準を基に、腎臓専門医

と糖尿病専門医との連携を強化し、糖尿病性腎臓病に対する対策を推進した。 

○ 研究班の一部地域で実施した調査結果から、かかりつけ医機能を有する医療機関等から腎

臓専門医療機関への紹介率の向上、腎臓専門医療機関からかかりつけ医機能を有する医療機

関等への逆紹介患者数の増加及び CKD 診療連携体制に参画する医療従事者数の増加が確認

されている地域があった。一方で、全国の実施状況についての評価は、調査負荷が高いため

現時点では困難である。 

○ 腎臓専門医療機関への調査において、かかりつけ医と腎臓専門医との連携について、依然

として CKDステージが進行してからの紹介が多く、逆紹介につながるケースが少ないといっ

た意見があった。 

○ かかりつけ医への調査において、腎臓専門医の対応について「紹介してもあまり治療に変

化がない」、「かかりつけ医への説明や連携が不十分」といった意見があった。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 国及び関連学会等は、関連学会等が作成した CKD診療に関するかかりつけ医機能を有する

医療機関等から腎臓専門医療機関への紹介基準その他関係する専門領域への紹介基準等の

普及及び医療機関間連携や関連機関等の連携強化を含む取組を引き続き推進する。 

○ 関連学会等は、都道府県医師会等と連携して慢性腎臓病（CKD）の主要な危険因子となる

高血圧症、糖尿病等の生活習慣病（NCDs）の患者が、慢性腎臓病（CKD）の早期から適切な

診療を受けられるよう、各医療機関に対し早期診断・早期治療の必要性について普及・啓発

を行う。 

（達成すべき成果目標（KPI）） 

かかりつけ医、メディカルスタッフ、腎臓専門医療機関等が連携して、CKD患者が早期

に適切な診療を受けられるよう、地域における CKD診療体制を充実させる。 

 

（評価指標） 

○ 紹介基準に則った腎臓専門医療機関への紹介率 

○ 腎臓専門医療機関からかかりつけ医等への逆紹介率 

○ 地域における CKD診療を担う、かかりつけ医等の医療従事者数等 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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○ 関連学会等は、CKD診療に関するかかりつけ医機能を有する医療機関が腎臓専門医療機関

に患者を紹介する際の連携パスの活用をさらに推進する。将来的には ICTの活用も視野に検

討する。また、どのような検査・治療・指導を実施したか等について、CKD診療に関するか

かりつけ医機能を有する医師や患者に理解してもらえるよう、腎臓専門医側にも病診連携を

進める上での留意事項について周知を行う。 
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（c） 新規透析導入患者数 

 
 

（成果目標に対する進捗・中間評価） 

○ 直近の日本全国における新規透析導入患者数は 40,511 人（令和３年）であり、現時点で

はKPIの35,000人は達成できていない。一部の地域では透析導入患者数が減少しているが、

全国値で見ると、近年はほぼ横ばいで推移している。 

○ 平成 30 年から令和３年までの年齢調整後の予測透析導入患者数と、実際の新規透析導入

患者数を比較すると、実際の新規透析導入患者数は予測透析導入患者数を下回っており、年

齢階級別新規透析導入率は、高齢男性（80歳代～）では増加しているものの、男女ともに若

い世代（～70歳代）で減少し、新規透析導入患者の平均年齢は、年々高くなる傾向が見られ

た（2016年時点で 69.40歳、2021年時点で 71.09歳）。 

○ 2016年比で、５年で新規透析導入患者数が５％以上減少を達成した都道府県数は 12道県

あった。 

○ 新規透析導入患者の原因疾患としては糖尿病性腎症が最多であるものの、主に高血圧や加

齢により発症する腎硬化症の割合が近年増加傾向にある。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 国は、新規透析導入患者数は人口構造の変化の影響を受けることを踏まえ、性・年齢階級

別の人口の変化の影響を調整した予測透析導入患者数との比較や年齢階級別での透析導入

率の変化を指標とした評価を行う。 

○ 国及び地方公共団体は、新規透析導入患者数の原因疾患への対応として、糖尿病対策と併

せて、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病（NCDs）対策を引き続き推進する。 

○ 国及び地方公共団体は、新規透析導入患者数の KPIを達成するために、引き続き、以下に

示す個別対策を推進する。 

  

（達成すべき成果目標（KPI）） 

2028年までに、年間新規透析導入患者数を 35,000人以下に減少させる。 

 

（評価指標） 

○ 新規透析導入患者数について、2016 年比で、５年で５％以上減少、10 年で 10％以

上減少を達成する都道府県数等 

※ その際、地域の実情に応じて、人口当たりの導入患者数や、年齢調整、原疾患別の

評価等を行うことも有用と考えられる。 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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２．個別対策について 

① 普及啓発 

 

 

（課題に対する進捗・中間評価） 

○ 国は関連学会等と連携し、CKD診療ガイドライン等の普及を行ったほか、かかりつけ医機

能を有する医療機関と腎臓専門医療機関（専門医等）が連携した診察（２人主治医制）や、

CKDの早期発見に関するポスター等を作成した。 

○ 都道府県調査の結果から、普及啓発活動（一般・医師・メディカルスタッフ向け）を実施

している都道府県数は増加している。一方で、各都道府県における普及啓発活動の実施数に

ついては、普及啓発活動の内容が多岐に及ぶため定量的な測定が困難であり、現時点では把

握できていない。 

○ 日本腎臓病協会等が開催する慢性腎臓病（CKD）の普及啓発イベントの実施数は、全国で

増加傾向にある。 

○ 日本腎臓病協会が実施する調査においては、慢性腎臓病（CKD）を知っている者の割合は

年々増加しているが、糖尿病、高血圧性疾患と比較し、慢性腎臓病（CKD）を生活習慣病（NCDs）

として認知している者の割合は低く、「タンパク尿」や「血清クレアチニン高値」の放置に

よって起こりうる影響についても認知している者の割合が低かった。 

  

（課題） 

○ CKD は生命を脅かし、患者数も多い疾患であること、治療可能であること、早期発

見・早期治療が重要であること等の CKD の正しい認識及び知識が十分普及していな

い。 

○ 医師、メディカルスタッフ、行政機関、CKD 患者、国民全体、高齢者、小児など、

対象に応じた普及啓発内容の検討が十分とはいえない。 

○ 普及啓発活動の実施状況の把握や効果の評価・検証が十分とはいえず、効果的な普

及啓発活動が実施されていない。 

○ 医療従事者、関連学会及び行政機関等において好事例が十分に共有されておらず、

好事例の横展開が十分に進んでいない。 

 

（評価指標） 

○ 各都道府県での普及啓発活動の実施数 

○ 市民公開講座等の実施数 

○ CKDの認知度 等 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 国は、各都道府県における普及啓発活動の実績を適切に評価できる指標について検討を進

める。 

○ 国及び関連学会等は、慢性腎臓病（CKD）の認知度が低い勤労世代（20～50歳代）等に対

するマスメディアや SNS等を活用した新たなアプローチ方法について検討し、普及・啓発に

取り組む。 

○ 国及び関連学会等は、慢性腎臓病（CKD）という病名の周知だけでなく、早期の段階にお

いても、心疾患や脳卒中等の循環器疾患の発症リスクが高まることや、糖尿病、高血圧、脂

質異常症等が慢性腎臓病（CKD）の発症に大きく関与していること、慢性腎臓病（CKD）が進

行すると必要となる透析や腎移植の具体的な治療内容等について、毎年３月第２木曜日の世

界腎臓デー（World Kidney Day）等に合わせて、集中的に国民に対し周知する。こうした正

しい知識の普及・啓発により、早期からの受診の重要性について認識してもらうことで、適

切な医療機関への受診につなげる。 
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② 地域における医療提供体制の整備 

 

 

（課題に対する進捗・中間評価） 

○ 慢性腎臓病（CKD）の診療連携体制については、「１．対策の全体目標について」の「（b） 

ＣＫＤ診療連携体制」を参照。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 慢性腎臓病（CKD）の診療連携体制に関する取組は、「１．対策の全体目標について」の「（b） 

ＣＫＤ診療連携体制」を参照。 

  

（課題） 

○ かかりつけ医等から腎臓専門医療機関等、あるいは、糖尿病専門医療機関等に紹介

すべき基準の周知が十分とはいえない。 

○ 各地域においてかかりつけ医等が連携すべき腎臓専門医療機関等の周知が十分に

行われているとはいえない。 

○ かかりつけ医等と腎臓専門医療機関等の連携における好事例が行政機関、関連学会

や関係団体等において十分共有されず、医療提供体制の均てん化が進んでいない。 

 

（評価指標） 

○ 紹介基準に則った腎臓専門医療機関等への紹介率 

○ 腎臓専門医療機関等からかかりつけ医等への逆紹介率 

○ 地域における CKD診療を担う、かかりつけ医等の医療従事者数等 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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③ 診療水準の向上 

 

 

（課題に対する進捗・中間評価） 

○ 日本高血圧学会や日本循環器学会、日本糖尿病学会等の関連学会が協議し、学会横断的な

ガイドラインとして、「エビデンスに基づくＣＫＤ診療ガイドライン 2023」（編集：日本腎臓

学会）が作成された。 

○ 患者を対象にした「CKD療養ガイド」や、メディカルスタッフを対象とした「腎臓病療養

指導士のためのＣＫＤ指導ガイドブック」（監修：日本腎臓病協会）等が作成された。 

○ 慢性腎臓病（CKD）患者の治療と仕事の両立支援については、腎疾患政策研究事業（厚生

労働科学研究）において、治療と仕事の両立支援のためのマニュアルの作成を検討している。 

○ 一部地域を対象とした調査で、専門医療機関と連携しているかかりつけ医機能を有する医

療機関において各種ガイドラインの普及率が増加している地域がある。一方で、全国の状況

について、調査負荷が高いため現時点では把握できていない。また、腎臓病療養指導士にお

けるガイドラインの普及率等についても、同様の理由で現時点では把握できていない。 

○ 一部地域を対象とした調査で、CKD診療ガイドライン等で推奨される項目（血圧、ヘモグ

ロビン値、HbA1c値）の管理目標について、病診連携を行っている医療機関では、高い達成

率（約 70-90%）を認めている地域もある。全国の状況についての評価は、調査負荷が高いた

め現時点で困難である。 

  

（課題） 

○ 各種ガイドライン等に不統一に様々な名称が付されており、利用すべき対象者が明

確ではない部分がある。 

○ 各種ガイドライン等で、一部推奨内容の不一致が見られる。 

○ メディカルスタッフ、かかりつけ医等への各種ガイドライン等の普及が十分とはい

えない。 

○ 腎臓専門医療機関等と糖尿病など関連する疾病の専門医療機関等との連携基準が

明確ではない部分がある。 

 

（評価指標） 

○ 学会横断的ガイドライン等の作成 

○ 対象者それぞれにおける各種ガイドライン等の普及率 

○ 各種ガイドライン等で推奨される診療の実施率等 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 関連学会等は、多職種介入による診療水準の向上を一層推進するため、「エビデンスに基

づくＣＫＤ診療ガイドライン 2023」等とその活用方法に関する普及・啓発を引き続き推進

する。 

○ 国等は、慢性腎臓病（CKD）患者の治療と仕事の両立支援について、腎疾患政策研究事業

（厚生労働科学研究）の検討結果を踏まえ、必要な取組を推進する。 

○ 国及び関連学会等は、かかりつけ医、腎臓専門医、腎臓病療養指導士等に対する各種ガイ

ドライン等の普及を引き続き推進する。また、各地域における腎臓病療養指導士等の活動内

容等について好事例の横展開を行う。 

○ 関連学会等は、CKD 診療ガイドライン等に沿った専門医による医療の提供内容について、

評価手法に係る検討を行う。 

○ 国及び関連学会等は、慢性腎臓病（CKD）患者の治療の実態等について、CKD患者データベ

ース（J-CKD-DB）や NDB等の既存データベース等を用いて、全国におけるガイドライン遵守

率について評価する手法に係る検討を行う。 
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④ 人材育成 

 

 

（課題に対する進捗・中間評価） 

○ 腎臓専門医の養成と合わせて、平成 29 年度より看護師、保健師、管理栄養士及び薬剤師

を対象とした腎臓病療養指導士制度が開始された。腎臓病療養指導士は、慢性腎臓病（CKD）

に関する職種横断的な基本知識を持ち、チーム医療と医療連携を進め、CKD患者に対する療

養指導を適切に実施できるメディカルスタッフであり、全国で資格取得者が年々、増加して

いるが、養成数に地域差がある。 

○ 多くの CKD患者が院内の様々な診療科を受診している場合等に、腎臓病療養指導士を通じ

た腎臓専門医への紹介による院内連携の強化や腎臓専門医療機関における CKD 患者への多

職種介入等が CKDの重症化予防につながることが明らかとなっており、今後、更なる活躍が

期待されている。 

○ 「腎臓病療養指導士等と、関連する療養指導士等間の連携事例数」については、連携の内

容が多岐に及ぶため数値化が難しく、現時点では把握できていない。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 関連学会等は、（日本腎臓病協会等が設置する）都道府県連携の会等と協力し、各地域で

研修会等を実施することで、腎臓専門医が少ないエリアにおいても腎臓病療養指導士等の

CKDに関する基本的な知識を有する看護師／保健師、管理栄養士、薬剤師等のメディカルス

タッフの育成・配置等を引き続き推進する。 

○ 関連学会等は、慢性腎臓病（CKD）患者に対し、多職種がチームで適切な療養支援を行う

ため、腎臓病療養指導士等のメディカルスタッフの更なる育成と、多職種による療養指導の

標準化されたツールの普及等を引き続き行う。 

○ 関連学会等は、腎臓病療養指導士等と、関連する療養指導士との必要な連携について、検

討を進めるとともに、施策の評価のあり方についても検討を行う。 

 

（課題） 

○ CKD診療を担うメディカルスタッフの数が不足しており、地域の偏在もある。 

○ CKD 診療を担うメディカルスタッフと、CKD に関連する疾患の診療を担うメディカ

ルスタッフとの連携が十分とはいえない。 

 

（評価指標） 

○ 地域における腎臓病療養指導士数 

○ 腎臓病療養指導士等と、関連する療養指導士等間の連携事例数等 
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⑤ 研究開発の推進 

 

 

（課題に対する進捗・中間評価） 

○ 腎疾患実用化研究事業（AMED）では、腎疾患の病態解明や診断法の開発、治療法の開発等

を通じて、新規透析導入患者数の減少の早期実現等を目的とした研究を実施している。 

○ CKD患者データベース（J-CKD-DB）が構築されており、電子データ収集システムにより国

内 10 万人以上の慢性腎臓病（CKD）患者のデータを集積し、本邦の腎臓病診療の実態調査、

腎臓病合併症の有病率の推定、腎臓保護薬の効果検証等を行ってきた。 

 

（上記評価に基づき更に推進すべき事項） 

○ 国は、腎疾患政策研究事業（厚生労働科学研究）における腎疾患対策の効果検証の中で、

今後は短期的な評価を可能とする等、より適切な評価方法の確立等についても研究を進める。 

○ 国は、慢性腎臓病（CKD）患者の治療の実態や効果を把握するために、CKD患者データベー

ス（J-CKD-DB）等を活用した研究を引き続き推進する。 

 

  

（研究開発の推進の方向性） 

○ 「医療分野研究開発推進計画」等の国が定める中長期的な研究開発目標を踏まえた

研究を、関連学会、関係団体等、国、地方公共団体、企業等が密接に連携したオール

ジャパン体制で推進すべきである。 

○ 国は、本報告書の全体目標等の達成に資する研究を推進すべきである。 

○ 国は、関係学会と連携して、施策の提言や推進、本報告書に基づく対策の実践及び

進捗管理等を行う研究を推進すべきである。 

 

※平成 30年報告書からの抜粋 
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Ⅲ．おわりに 

 

本検討会の議論を経て、慢性腎臓病（CKD）の発症及び進行の主要な危険因子である、高血圧

症や糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病（NCDs）の予防及び早期発見のため、健診の受診や保健

指導、CKD診療に関するかかりつけ医機能を有する医療機関等への受診勧奨等を引き続き実施す

るとともに、生活習慣病（NCDs）によらない慢性腎臓病（CKD）に対しても、健診後の受診の必

要性について普及啓発をおこない、適切なタイミングで検査・治療を行うために、専門医療機関

と CKD 診療に関するかかりつけ医機能を有する医療機関の連携を推進していくことなどの腎疾

患対策の取組の重要性を再確認した。 

 

Ⅱの「中間評価と今後の取組」を踏まえ、全体目標の成果目標（KPI）「2028年までに新規透析

導入患者を 35,000人以下に減少させる」の達成目標年度である 2028年に向けて、国及び地方公

共団体、関連学会、関係団体、医療機関等が連携し、慢性腎臓病（CKD）に対して早期からの良

質で適切な治療介入がより広く行われるなど、腎疾患対策がより一層加速されることを期待する。 

 

また、今回の中間評価において、平成 30 年報告書の一部の評価指標の把握が困難であったこ

とから、国は、腎疾患対策の取組を適切に評価することができるよう、その評価の手法等を見直

すことが望ましい。 
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【参考資料１】対策の全体目標に関する評価結果 
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【参考資料２】個別対策に関する評価結果 
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P
.1

0
 
1
1
）

各
都
道
府
県
で
の
普
及
啓
発
活
動

の
実
施
数

一
部
、
評
価
可
能

（
一
般
の
方
向
け
の
普
及
啓
発

を
実
施
し
て
い
る
都
道
府
県

数
）

○
各
都
道
府
県
に
お
け
る
普
及
啓
発
活
動
の
実
施
数
に

つ
い
て
の
評
価
は
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
。

○
普
及
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
増

加
傾
向
（
令
和
元
年
度
実
績
：

3
2
都
道
府
県
→
令
和
４

年
度
実
績
：

3
5
都
道
府
県
）
。

令
和
 
年
度
都
道
府
県
調
査
（
厚
生
労
働
省

健
康
・
生
活
衛
生
局
が
ん
・
疾
病
対
策
課
調

べ
）

市
民
公
開
講
座
等
の
実
施
数

評
価
可
能

○
日
本
腎
臓
病
協
会
等
が
開
催
す
る
C
K
D
啓
発
イ
ベ
ン

ト
実
施
数
は
、
全
国
的
に
増
加
傾
向
（
平
成

3
1
年
度
実

績
：

3
6
件
→
令
和
４
年
度
実
績
：

1
3
5
件
）
。

腎
疾
患
政
策
研
究
事
業
（
腎
疾
患
対
策
検
討

会
報
告
書
に
基
づ
く
慢
性
腎
臓
病
（

C
K
D
）

対
策
の
推
進
に
資
す
る
研
究
）

C
K
D
の
認
知
度

評
価
可
能

○
C
K
D
の
認
知
度
は
増
加
傾
向
で
あ
る
（
令
和
元
年
時

点
：

5
0
.7

%
→
令
和
４
年
時
点
：

6
3
.9

%
）
。

○
年
代
別
に
見
る
と
、
勤
労
世
代
（

2
0
-5

0
歳
代
）
で

C
K
D
を
知
っ
て
い
る
者
の
割
合
は

4
0
-6

0
%
と
い
う
結

果
で
あ
っ
た
。

D
IA

M
O

N
D

 p
ro

je
c
t 

2
0
2
2
年

1
1
月
実
査

C
K
D
疾
患
認
知
度
調
査

②
地
域
に
お
け
る
医
療
提

供
体
制
の
整
備

（
P
.1

2
）

紹
介
基
準
に
則
っ
た
腎
臓
専
門
医

療
機
関
等
へ
の
紹
介
率

一
部
、
評
価
可
能

（
紹
介
基
準
に
沿
っ
た
紹
介
患

者
の
割
合
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

腎
臓
専
門
医
療
機
関
等
か
ら
か
か

り
つ
け
医
等
へ
の
逆
紹
介
率

一
部
、
評
価
可
能

（
逆
紹
介
患
者
数
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

地
域
に
お
け
る

C
K
D

 診
療
を
担

う
、
か
か
り
つ
け
医
等
の
医
療
従

事
者
数

一
部
、
評
価
可
能

（
連
携
体
制
に
参
加
し
た
か
か

り
つ
け
医
数
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

（
全
体
目
標
を
参
照
）

③
診
療
水
準
の
向
上

（
P
.1

3
 
1
4
）

学
会
横
断
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の

作
成

評
価
可
能

○
「
腎
臓
病
療
養
指
導
士
の
た
め
の

C
K
D
指
導
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」
（
監
修
：
日
本
腎
臓
病
協
会
）
の
作
成
等
を

実
施
し
て
い
る
。

○
多
職
種
介
入
の
よ
り
適
切
な
実
施
に
向
け
、
今
後
、

多
職
種
に
よ
る
療
養
指
導
の
標
準
化
さ
れ
た
ツ
ー
ル
の

普
及
が
必
要
と
い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。

ー

対
象
者
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
各
種

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
普
及
率

一
部
、
評
価
可
能

（
連
携
参
加
か
か
り
つ
け
医
に

お
け
る
普
及
率
）

○
全
国
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
は
現
時
点
で
は
困
難

で
あ
る
。

○
一
部
の
地
域
に
お
い
て
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
普

及
率
の
増
加
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

腎
疾
患
政
策
研
究
事
業
（
腎
疾
患
対
策
検
討

会
報
告
書
に
基
づ
く
慢
性
腎
臓
病
（

C
K
D
）

対
策
の
推
進
に
資
す
る
研
究
）

各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
推
奨
さ

れ
る
診
療
の
実
施
率

一
部
、
評
価
可
能

（
血
圧
、
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
値
、

H
b
1
c
値
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
推
奨
範
囲
で
の

管
理
達
成
率
）

○
病
診
連
携
を
行
っ
て
い
る
一
部
地
域
に
お
い
て
、
約

7
0
-9

0
%
の
達
成
率
を
認
め
る
。

J-
C
K
D
 
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

④
人
材
育
成

（
P
.1

5
）

地
域
に
お
け
る
腎
臓
病
療
養
指
導

士
数

評
価
可
能

○
腎
臓
病
療
養
指
導
士
の
人
数
は
、
増
加
傾
向
（
平
成

3
0
年
第
１
回
認
定
試
験
の
合
格
者
：

7
3
4
名
→
令
和
 

年
第
６
回
認
定
試
験
の
合
格
者
：

2
,4

0
4
名
）
。

○
地
域
に
よ
る
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
、
腎
臓
病
専

門
医
が
少
な
い
地
域
に
お
い
て
、
少
な
い
傾
向
で
あ
る
。

腎
疾
患
政
策
研
究
事
業
（
腎
疾
患
対
策
検
討

会
報
告
書
に
基
づ
く
対
策
の
提
言
に
資
す
る

エ
ビ
デ
ン
ス
構
築
）

腎
臓
病
療
養
指
導
士
等
と
、
関
連

す
る
療
養
指
導
士
等
間
の
連
携
事

例
数

評
価
困
難

ー
ー


